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十
二
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追
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令
和
七
年
十
二
月
八
日
提
出
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議
案
第
二
百
七
十
号

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

危
険
鳥
獣
捕
獲
等
作
業
手
当

第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
第
十
六
号
」
を
「
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

危
険
鳥
獣
捕
獲
等
作
業

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
」
を
「
及
び
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
九
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見

出
し
と
し
て
「
（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
）
」
を
付
す
る
。

第
十
八
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
危
険
鳥
獣
捕
獲
等
作
業
手
当
）

第
九
条

危
険
鳥
獣
捕
獲
等
作
業
手
当
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
が
危
険
鳥
獣
の
捕
獲
若
し
く
は
殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
特
に

危
険
又
は
困
難
な
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
以
下
」
を
「
次
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
第
二
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
九
条
の
規
定
は
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
、
同
条
例

第
二
十
五
条
第
一
項
（
第
十
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
同
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
三
項
の
表
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
項
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二

項
」
に
、
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十

七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
八
日
提
出

秋
田
県
知
事

鈴

木

健

太

理

由

職
員
の
勤
務
の
実
態
に
鑑
み
、
危
険
鳥
獣
の
捕
獲
若
し
く
は
殺
傷
又
は
そ
の
補
助
に
関
す
る
作
業
の
う
ち
特
に
危
険
又
は
困
難
な
も
の
に
従
事
し
た
職
員
に
対
し
特
殊
勤
務
手
当

を
支
給
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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